介　　第　６６５　号
平成２７年８月２７日
居宅介護支援事業所　管理者　様
富山市長　森　　雅　志　　
　　（公　印　省　略）　　　
特定事業所集中減算の正当な理由の判断基準について（通知）
日頃から、本市の介護保険行政にご理解、ご協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、平成27年9月からの特定事業所集中減算における「正当な理由」の判断基準について、別添のとおり通知しますので、適正に取り扱っていただきますようお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(担当) 福祉保健部介護保険課
介護サービス係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （電話）４４３－２１９３


特定事業所集中減算における「正当な理由」の判断基準について
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富　山　市
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号）」第３の10で定められた特定事業所集中の割合が80％を超える場合における特定事業所集中減算の「正当な理由」の範囲については、次のとおり取り扱うものとする。

　なお、この取り扱いは、平成27年度後期分の特定事業所集中減算を算定する際から適用する。

１　富山市における「正当な理由」の判断基準
1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスでみた場合に5事業所未満である場合
· 「居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域」とは、「運営規程に定める通常の実施地域」とする。

＜確認資料＞運営規程
2 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合

＜確認資料＞月別の計画件数一覧

3 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画数が1月当たり平均10件以下である場合
＜確認資料＞月別の計画件数一覧

4 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合」とは、理由書（別紙様式２）により、利用者が居宅介護支援事業所から複数のサービス事業所の情報提供を受けた上でサービス事業所の利用を判断したことが確認できた場合のことを指す。
5 その他正当な理由と市長が認めた場合
　　当該事項を適用する際は、個別にその適用について判断することとし、提出された理由を「正当な理由」として許可した場合であっても、次回算定時からは同一理由での申請は認めないものとする。
２　「正当な理由」として認められないもの
1 利用者の意向（サービスの質が高いと正当な理由として認められる事業所を除く）
②　新たな利用者がなく、集中した状況を解消できない場合

別　添








